
承認 照査 作成

欠　席： 堀田 日　時： ５月７日０９：３０～

配布物： ・役員会アジェンダ 場　所： ふれあいセンター１Ｆ

・総会案内

・総会資料

１．総会資料の訂正

・２１年度決算報告ー収入ー運営協力金の備考：徴収は３月のみ→３月迄

・ボランティア保険ー９日社会福祉協議会に行き、「ボランティア保険」申込書を貰ってくる事

・金額空欄には０を入れる（※ふらまち助成金の物置代［２１年７月購入］が入っていないはおかしい？）

施設の運営管理費の備品購入費に記載

・事業計画：神戸市子育て支援事業・・・検討課題としている

　　　　　・にこ☆きら・・・「元気教室」を一旦廃止し、新たに「認知症予防教室」として再発足する

　　　　　　　　　　　　　２．の定期活動　５）の文言も変更する

　　　　　・健康増進・・・太極拳以外に、健康体操・ラジオ体操・リズム体操などを追加する

　　　　　※ふれまち補助対象事業になった場合は、運営協力金の対象外となる

・予算計画：支出ーセンター便りほかＨＰへの掲載・・・＠1,000／月ｘ１２ケ月＝１２,０００円に訂正する

　　　　　　世代間交流・・・＠10,000ｘ２＝２０,０００円に訂正する

　　　　　　収入合計3,988,868ー支出合計3,919,868を合致させる事

・委員名簿：１頁ーシニアクラブ理事の欄が狭い→他と合わす（２頁最下段の備品管理者も同様）

　　　　　　２頁ー中央に役職ほかがある→最上段に移動

２．サークルで、シニアサークルとふれまちサークルが混在している（男の料理など）

例：シニアクラブサークル＝シニアクラブ認定なら、シニアクラブから補助を出すべき

・「男の料理教室」はシニアクラブのサークル→自治会サークルに変更する　

・「シニアラジオ体操」→「ふれまちラジオ体操」に変更した方が良い

※サークルの見直し（所属．補助）をする必要がある→整理する

◎シニアクラブ＝シニアクラブにサークル登録しているサークル

◎ふれまち＝ふれあいセンターを利用するサークルとする

◎学校開放＝学校を使うサークルとする

◎自治会　＝上記以外の自治会認定サークルとする（ボランティアなど）

※公園など外部使用サークル・・・ウォーキング・グランドゴルフ・輪投げ＝自己責任（報告必要なし）

・総会司会：新谷

３．日程

・委任状回収：５／２５（水）

・配布　　　：５／２１（土）まで

・印刷．製本：５／１６（月）島田当番でする（３６部）→今後はセンター玄関ＢＯＸに入れる（案）

・原稿締切　：５／１３（金）

※今回配布時に今後はＢＯＸに入れる事を明記する

・委任状入れを作る（封筒を貼る）

※予算・事業計画・監査報告以外は現在の書類で行く

４．その他

・６月子供会当番＝５月まで同様とする

・６月当番の予定を報告する事

つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会役員会議事録

島田

議　事


